
会津大学施設管理規程 

 

(平成１８年４月１日規程第79 号) 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、会津大学（以下「本学」という。）コンピュータ理工学部の施設の保

全と秩序の維持を図るため、別に定めがある場合を除くほか、施設の管理及び使用につい

て必要な事項を定めるものとする。 

 

（施設管理責任者） 

第２条 この規程を適切に実施するため施設管理責任者を置く。 

２ 前項の施設管理責任者は、本学事務局長とする。 

 

（室管理責任者等） 

第３条 施設管理責任者は、施設管理責任者を補助し、本学における各室の保全、清潔の保

持等に当たらせるため、各室に室管理責任者を置く。 

２ 室管理責任者は、自己の業務を補助し、盗難の予防に当たらせるため、各室に盗難予防

責任者を置く。 

３ 室管理責任者は、前項の規定により盗難予防責任者を定めたときは、施設管理責任者に

報告しなければならない。 

 

（かぎ等） 

第４条 本学の施設を利用するために、教職員、学生および施設管理責任者が特に必要と認

めた者に対し、ＩＤカードを発行する。 

２ ＩＤカードの利用、設定等については、施設管理責任者が別に定めるものとする。 

３ かぎ及びＩＤカードについては、教職員、学生および施設管理責任者が特に必要と認め

た者に発行したもののほか、事務局総務予算課長が保管するものとする。 

 

（施設に破損等があった場合の措置） 

第５条 本学の施設に破損、故障等があることを発見した者は、直ちにその旨を施設管理責

任者に連絡しなければならない。 

２ 自己の責めに帰すべき事由により学内の施設を損傷した者は、これを原状に回復し、又

はその損害を賠償しなければならない。 

 

（施設の使用） 

第６条 本学の施設を使用しようとするときは、あらかじめ施設管理費任者の承認を得なけ

ればならない。ただし、本学教職員が、日常使用を認められている場合及び教育研究等の



本来の用途又は目的のために使用する場合はこの限りでない。 

２ 次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しない。 

(1) 教育研究又は学内行事に支障があるとき。 

(2) 施設を破損又は汚損するおそれがあるとき。 

(3) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動を行うとき。 

(4）特定の宗教のための宗教活動を行うとき。 

（5）特定の個人、団体等をひぼうし、又はその名誉を傷つける活動を行うとき。 

（6）その他施設管理上支障があると施設管理責任者が認めるとき。 

３ 第１項の承認に関し必要な事項は、施設管理責任者が別に定めるものとする。 

 

（工作物の設置等の制限等） 

第７条 本学内に工作物その他の施設を設置しようとするときは、施設管理責任者の承認を

得なければならない。 

２ 前項に規定するものについては、前条第２項の規定を準用する。 

３ 第１項の承認に関し必要な事項は、施設管理責任者が別に定めるものとする。 

 

（使用料の徴収） 

第８条 第６条及び前条の規定により、本学の施設を利用し、又は本学内に工作物その他の

施設を設置しようとする者は、使用料を支払わなければならない。 

２ 前項の使用料の請求に必要な事項は、施設管理責任者が別に定めるものとする。 

 

（施設使用の遵守事項） 

第９条 本学内の施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 使用後は整理清掃し、元の状態に復すること。 

(2) 使用を中止し、又は使用を終了したときは、その旨を施設管理責任者に連絡すること。 

(3) その他施設管理責任者の指示に従うこと。 

 

（禁止する行為） 

第１０条 本学内においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 喫煙の設備のない場所で喫煙すること。 

(2) 施設管理責任者の許可を得ないで飲酒すること 

(3) 施設管理責任者の許可を得ないで火器を使用すること。 

(4) 施設管理費任者の許可を得ないで電気を使用する機械を使用すること。 

(5) じんかい等廃棄物及び有害廃棄物等を所定の場所以外の場所又は所定の容器以外の

容器に棄てること。 

(6) 所定の場所以外の場所に自動車、自転車等を放置すること。 

(7) その他施設を汚損し、損壊し、又は本学の秩序を乱すおそれがあると認めて施設管理



責任者が禁止する行為 

２ 施設管理責任者は、本学内における行為が、施設管理上支障があると認められる者につ

いて、その者の立入りを禁止し、又は退去させることができる。 

 

（張紙、文書配付等の制限） 

第１１条 本学内に張紙、張札等を掲示し、又は掲示板、立札、立看板、旗、懸垂幕等を掲

出しようとする者は、あらかじめ施設管理責任者の承認を得なければならない。 

２ 本学内で宣伝ビラその他公用以外の文書、図画等を配布し、又はその他の方法により宣

伝活動（署名運動及び資金カンパ活動を含む。）を行おうとする者は、施設管理責任者の

承認を得なければならない。 

３ 次の各号の一に該当する場合は、掲示又は掲出を承認しない。 

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動を行うもの 

(2) 特定の宗教のための宗教活動を行うもの 

(3) 特定の個人、団体等をひぼうし、又はその名誉を傷つけるもの 

(4) その他内容、形状が品位に欠ける等施設管理責任者が不適当であると認めるもの 

４ 施設管理責任者の承認を得ないで掲示し、又は掲出した物件及び配付した文書は、施設

管理責任者が撤去することができる。 

 

（営利行為の制限） 

第１２条 前条に定めるもののほか、学内において営利を目的とした行為を行おうとする者

は、施設管理責任者の承認を得なければならない。 

 

（通行規制） 

第１３条 本学内を通行する者は、施設管理責任者の設置する学内通行標識に従わなければ

ならない。 

２ 施設管理費任者は、本学内における通行の安全と円滑を図るため、歩行者又は車両等の

通行を禁止し、又は制限することができる。 

 

（駐車できる者の範囲等） 

第１４条 本学の教職員、学生、本学の委託を受けた業者、所用で本学に来学した者および

施設管理責任者が特に必要と認めた者は、本学の学内駐車場を利用することができる。 

２ 学内駐車場の利用の手続については、要綱により定める。 

３ 施設管理責任者は、本学内の管理上必要があると認めるとき、又はその指示に従わない

者については、駐車許可の取消、一時停止又は駐車の制限を行うことができる。 

 

（駐車上の義務） 

第１５条 本学内に駐車する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 



(1) 指定された場所に整然と駐車し、他の駐車に支障を来さないこと。 

(2) 駐車中は駐車許可証を指定された場所に掲示すること。 

(3) 申請内容に変更が生じたときは、その旨を書面により速やかに施設管理責任者に届

け出ること。 

(4) 駐車許可証を他人に転貸又は譲渡しないこと。 

 

（損害賠償責任） 

第１６条 施設管理責任者は、本学内において発生した自動車の盗難又は破損等による損害

について、賠償の責めを負わないものとする。 

 

（補則） 

第１７条 この規程に定めるもののほか、本学内の施設の管理及び使用について必要な事項

は、施設管理責任者が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年８月２４日から施行する。 

 


